
（仮称）北広島市エコミュージアムセンター条例の制定について 

 

平成26年夏、旧広葉小学校の跡施設利活用として供用を開始する（仮称）北広島市エ

コミュージアムセンター条例制定に向けたパブリックコメントを募集します。 

 

◆施設の概要 

（仮称）北広島市エコミュージアムセンターは、市民をはじめ施設を訪れる多くの方々

に太古の地質や古生物の資料から戦後の暮らしを伝える資料など、広範な時代の遺産を

収蔵・展示し、北広島市の歴史や自然を体系的・総合的に学ぶことができる施設です。 

２階にはエントランスがあり、出会いの場となる「ビジターホール」、図書館と連携し

歴史関係の調査研究ができる「ライブラリー・ミーテュングルーム」、当市の歴史を紹介

する「常設展示スペース」があります。 

1階には「企画展示スペース」が２か所あり企画展示を相互に、また、同時に行うこ

とができます。 

※詳細は別添概要をご覧ください。 

 

◆開館時間 

・午前9時 から 午後5時まで 

上記の通りとしますが、臨時に変更する場合があります。 

 

◆休館日 

・月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する

休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後の休日でない日) 

・12月29日から翌年1月3日まで 

上記の通りとしますが、臨時に休館する場合があります。 

 

◆入館料 

・無料（内容により入館料をいただく場合があります） 

 

◆パブリックコメントについて 

(1)募集期間 

・平成26年1月1日(水) から 31日(金)まで 

 

(2)意見の提出方法 

・書面（自由様式）による提出 

・持参、郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれか 

・意見提出者は、住所・氏名を記入のこと（住所・氏名の公表は行いませんが、記

入のない意見には回答できない場合があります。） 

 

(3)提出先 

・教育部 文化課 

郵送 郵便番号061-1192（住所不要） 



電話   011-373-0188 

Fax   011-373-0140 

E-mail cyuo@city.kitahiroshima.hokkaido.jp 


